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もうすぐ夏休み！
一日一日を大切にして

有意義な夏休みを！
あと１週間でお子さんたちにとって楽しみな夏休みがはじまります。夏休みは、今ま

での学習や生活を見つめ直し、新学期に備え、志を新たに準備する絶好のチャンスです。
この４月以来、お子さんたちの健やかな成長を支え、本校の教育にご協力くださりあり
がとうございました。
さて、江戸時代の儒学者である新井白石のエピソードに「一粒の米」があります。有

名な話ですからご存じの方も多いと思います。新井白石が子どもの頃、父親から言われ
たことです。米びつから米一粒とっても、入れても量の変化はわからない。１日勉強し
たからすぐに勉強ができるようになるわけではない。１日怠けたから勉強ができなくな
るわけでもない。しかし、１年、２年と続けていれば必ず変化が見えてくるという内容
です。夏休みは４０日ほどですが、夏休みの過ごし方も同様ではないでしょうか。得意
な学習を伸ばす、苦手な学習を克服する、家の手伝いを決めて継続する、朝起きる時間
を決めて規則正しい生活を続けるなど・・・・。何か続けられるものを見つけ、この夏
休み中続ければ必ず得るものがあります。継続できるものは、２学期が始まっても続け
られるとさらにすばらしいと思います。
お子さんたちが何よりも楽しみしている夏休みですが、この時期、海や山の事故、交

通事故、熱中症により重篤な状態に陥るなどのことが、残念ながら毎日、日本各地で発
生します。特に、旅行先など日常と異なる環境にあるときは注意が必要です。夏休みは、
水泳指導や運動会に向けての鼓笛の練習があります。時には自由になる時間を使って、
美術館や博物館を訪れたり、地域のイベントに参加したり、ゆとりを持って過ごし、お
子さんにとって有意義な夏休みにしていただければと思います。これまで身につけてき
た規則正しい生活のリズムを大切に維持し、夏休みの経験が２学期からの学校生活をさ
らに充実させるきっかけや原動力となることを願っております。

今年の運動会について
近年の温暖化により、例年運動会が開会される９月末も残暑が厳しくなっています。

お子さんたちの健康を守り、授業時間を確保するため、今まで１日で開催していた運動

会を今年から半日開催とします。半日開催にともない、開始時刻を３０分繰り上げ

８時３０分開始とし、１２時３０分終了とします。また、半日開催にともない、高・

中・低学年ブロックごとに行っていた親子競技を行わないこととします。お子さんたち

はお弁当を食べずに下校となります。プログラムの進行順序も大幅に変更になり

ます。ご理解とご協力をお願いいたします。
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児童の登下校について
５月２８日朝に発生した川崎殺傷事件をうけて、本校ではお子さんたちの通学の安全

を守るため、下記のことに取り組んでいます。

・ 朝の登校時間に教頭がパトロールを行っています。
・ お子さんやご家庭の方に通学路の「子ども安全協力の家」を
再度ご確認いただき、万が一の時は助けを求めるようお子さん
たちに指導しました。

・ 不定期となりますが、職員が分担して、お子さんたちの下校
時間にパトロールを行っています。

また、安全確保のために以前から、下校の際は、寄り道をせずに家に帰るよう指導を
行ってきました。学校が終わったら、寄り道をせず家に帰るようご家庭でも再度ご指導
をお願いいたします。

学校保健委員会
７月３日（水）に本校視聴覚室

において、学校保健委員会を行い
ました。「歯と口の健康について考
えよう」をテーマに掲げ、本校保
健委員の児童が発表を行い、「歯
と口の健康を守るために、大切な
ことは何だろう？」について話合
いを行いました。
ＰＴＡ本部役員・児童厚生委員

の皆様にご参加いただき、児童と
ともに歯や口の健康を守るために
どんなことができるか意見交流を
していただきました。
そして、学校歯科医 小澤先生、

学校薬剤師 奥貫先生に専門的な
立場から、自分の歯を守るために
大切なポイントを教えていただき
ました。

令和元年度就学援助制度について（市教育委員会学校教育課からのお知らせ）
富岡市では、子どもの生活困窮化対策として、法に基づき、経済的な理由によって就学

が困難な児童生徒の保護者を対象に就学援助を行っています。

学用品費や校外活動費、小学校６年生及び中学校３年生の修学旅行費、医療費（う歯、

中耳炎、結膜炎など）が援助の対象となります。（学校給食費は、学校教育課から学校給食

センターへ直接振り込まれます。）

申請を希望される方は、学校または教育委員会学校教育課へご相談ください。

《お知らせ 夏休みの学校閉庁日について》

８月１３日から１６日までの４日間、市内全小・中学校が学校閉庁となります。学校閉庁日は平日で

すが、全教職員が夏季休暇や年次有給休暇を取得し、勤務しないことになっています。日直の教職員

を置かないので、教職員が学校にいない期間となります。ご理解とご協力をお願いいたします。


